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 車道が原則、左側を通行 
 歩道は例外、歩行者を優先 
 歩行者の通行を妨げる場合は、 
 一時停止しなければなりません 
 

  交差点では信号と一時 
   停止を守って、安全確認 
  一時停止標識のある交差 
   点では、必ず止まって左右 
  の安全を確認しましょう 

も乗れば の 入り 

 

  夜間はライトを点灯 
  夜間は必ずライトを点灯 
  し、反射器材を備えた自     
  転車を運転しましょう 

  飲酒運転は禁止 
  自動車と同じく、お酒を飲  
  んだときは、自転車を運転 
  してはいけません 

  ヘルメットを着用 
  自転車を利用する全ての人 
  は、事故の被害を軽減させ 
  るため、乗車用ヘルメット 
  をかぶりましょう 

 
  児童・幼児を保護する責任 
  のある人は児童・幼児が自 
  転車に乗るときは、乗車用 
  ヘルメットをかぶらせまし 
  ょう 

あなたに役立つ情報をお届けし

ます!県警メールマガジンを含

む５つの犯罪・防犯情報ツール

の登録はこちらから☛☛☛ 

交通事故 ４件 遺失拾得 ２件 

※本数値は、香日向駐在所における事案取扱い件数であり、 

 刑法犯認知件数とは異なります。  

 


